
最高裁総訟第415号

平成25年7月26日

各法廷首席書記官殿

訟廷首席書記官殿

最高裁判所

大法廷首席書記官佐藤 満

事件記録等の保存，送付及び廃棄並びに事件関係帳簿諸票の

備付け，保存，廃棄等について（指示）

標記の事務について，下記のとおり定めましたので，平成25年7月26日から

これによって取り扱ってください。

記

第1 事件記録及び事件書類の保存，送付及び廃棄について

1 事件記録等保存規程（昭和39年最高裁判所規程第8号。以下「規程」 とい

う。 ）の運用に関しては，次のとおりとする。

（1） 通達等の準用

規程の施行に関して，下級裁判所に対して発せられた通達（通知及び回答

を含む。 ）の定めは，特別の指示がある場合を除き， これを準用する。

（2） 保存期間の特例

人身保護事件報告書の保存期間は， 当分の間，事件結果の報告があった日

から起算して1年とする。

（3） 国立公文書館への送付

最高裁判所事務総長から，規程第10条第1項の規定に基づき内閣総理大

臣に移管することとされた記録及び事件書類の移管の指示があったときは，



当該指示にかかる事件書類等を，独立行政法人国立公文書館に送付する。

2 刑事関係確定事件記録及び事件書類の保存及び廃棄の事務の運用に関して

は，次のとおりとする。

(1)通達等の準用

刑事関係確定事件記録及び事件書類の保存及び廃棄の事務の運用に関し下

級裁判所に対して発せられた通達（通知及び回答を含む。 ）の定めは，特別

の指示がある場合を除き， これを準用する。

（2） 保存期間等の特例

ア当庁において保存する大審院のした裁判の裁判書の原本の保存期間は，

当分の間永久とする。

イ 当庁において，判決及び上告事件を完結する決定の謄本を保存するもの

とし，保存期間は， 当分の間，事件終局から30年とする。

なお，事件を完結する決定に添付を省略された上告趣意書の写しは， 当

該事件の裁判書謄本と共に保存する。

3様式

1及び2の事件記録及び事件書類の保存に関しては，別紙様式第1から別紙

様式第5までの様式による。

第2事件関係帳簿諸票の備付け，保存，廃棄等について

事件関係帳簿諸票の備付け，保存，廃棄等の事務の運用に関しては，次のと

おりとする。

1 通達等の準用

事件関係帳簿諸票の備付け，保存，廃棄等に関し下級裁判所に対し発せられ

た通達（通知及び回答を含み，押収物等取扱規程，裁判所の事件に関する保管

金等の取扱いに関する規程及び予納郵便切手の取扱いに関する規程の施行につ

いての通達等を含む。 ）の定めは，特別の指示がある場合を除き， これを準用

する。



2事件関係帳簿諸票の名称等

事件関係帳簿諸票の名称，様式，備え置く係等及び保存期間は，別表第1及

び別表第2のとおりとする。

3 帳簿諸票備付経過簿

(1) 記録保存係は，帳簿諸票備付経過簿を作成して，備え置く。

（2） 帳簿諸票備付経過簿には，別表第1及び別表第2記載の帳簿諸票を整理番

号順に登載する。

（3） 帳簿については司法年度の初めに，諸票については保存のための引継ぎを

受けたときに，それぞれ登載する。

付記

1 指示の廃止

平成22年3月12日付け最高裁訟第000110号大法廷首席書記官指示「事件記

録等の保存，送付及び廃棄並びに事件関係帳簿諸票等の備付け，保存及び廃棄に

ついて」 （以下「旧指示」 という。 ）は，平成25年7月25日限り，廃止する。

2経過措置

（1） この指示の実施の際，現に備え付けられ，又は保存されている帳簿諸票（帳

簿諸票保存簿を除く。 ）は， この指示により備え付けられ，又は保存されてい

る帳簿諸票とみなす。

（2） ｜日指示により備え付けなければならない帳簿諸票又は備え付けることができ

る帳簿諸票で， この指示により備え付けなければならない帳簿諸票又は備え付

けることができる帳簿諸票とされなかったものについての保存期間は，従前の

とおりとする。

（3） 従前の諸用紙は， この指示に定める諸用紙として利用することができる。

（4） 帳簿諸票備付経過簿は，平成26年度以降の事件関係帳簿諸票について作成

する。



(別紙様式第1）

(保存に付する記録等の表紙に保存の始期等を記載する場合の用紙）

名 称

番 号 号

保存開始 年度

保存終了 年度



(別紙様式第2）

(事件書類編冊の表紙）

l ll

■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■＝

(整理番号）

｜ ’
注民事関係

判決原本

民事

○○○○

平成○○年

○月

冊の内

旬 ■■■■＝■■ー■■＝



(別紙様式第3）

(民事関係裁判書総目次）

事件

番 号

事件名

当事者又は

申 立 人

氏 名

裁判

月 日

法廷 結果 原審

原本綴

丁 数

裁判集

等登載

○○○

○○○

｡●む 自 由● ●｡■
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C●● 白白① ●①●

■ ■■ ●■● ■■●

裁
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判



(別紙様式第4）

(事件書類編冊の表紙）

l

一一一一一一一 一ーー

(整理番号）

｜ ’
注刑事関係

判決謄本

刑事

○○○○

平成○○年

○ 月

冊の内

Ⅱ■ー■■■■＝■■



(別紙様式第5）

(刑事関係裁判書総目次）

事件

番号

事件名

被告人

氏 名

裁判

月 日

法廷 結果 原審

謄本綴

丁 数

裁判集

等登載

○○○ DOG ■ ●凸 ･●● ● ､ ｡ ●■ ■ ●■ ■ ● ● ● 申 ● ■ b凸 凸 中 ゆ● g ■ ■ ●● ■ ● ｡ ● ●●申 00 ● ●Q C 6pe ees 裁

○○○ ◆●● ●●G eG● ■ ■ ■ e ● ● ● 申 t ●●● ■ ●● 巳｡● ■●凸 ■ 凸 申 ｡ 申守 q 甲 p e■ ■ ｡■ ■ G■ ■ ●●凸 ◆●● 判



(別表第1）

最高裁判所に備え付ける帳簿諸票（民事関係）

壬事k告等理事ｲ牛簿



蕩件簿以外の一般帳簿諸男

（期日鐘竺）



使用する

様式保存期間保存期間備え置く係等備え置く係等帳簿諸票の名称帳簿諸票の名称

(保存関係）

登載された全ての帳簿諸
票を廃棄するまでの間

5年

登載された全ての編冊を
廃棄し，特別保存に付
し，又は独立行政法人国
立公文書館に送付するま

での間

特別保存に付した当該事
件記録等を廃棄し，又は
独立行政法人国立公文書

館に送付するまでの間

記録保存係

記録保存係
“
ロ
●
■
口
』
●
ロ
②
由
口
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
一
己
■
一
口
守
口
ロ
幸
ロ
■
■
》
』
ロ
●
毎
口
口
一
口
ロ
ロ
』
口
亡
口
ロ
一
■
一
■
ロ
ロ

簿
一
一

幟
一
椎
一

備
一
等
一

》
一
》
一

帳
一
帳
一
口
甸
口
■
ロ
■
ロ
ロ
ロ
ロ

■

■

●

●

３
》
４
》

口

毎

２
－
２
一

一
一

口

■

－

q■q■q■q■q■q■q■q■

40

.■。■q■q■q■○4■4■

記録保存係裁判原本等保存簿（民事） 2541
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特別保存記録等保存票（民事） 記録保存係 2642

(その他）

口
や
』
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９
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２
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３
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②
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口
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一
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一
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一
係

》
一
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一
》

民
一
判
一
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一
裁
一

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
●
■
■
ロ
■
■
Ｂ
■
■
■
■
日
■
■
■
■
■
■
●
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

口
』
ロ
ロ

ロ
■
ロ
■
■
口
一
■
●
ロ
ロ
』

一
鱸
一

一
通
一

一
》
一
粥

簿
一
び
一
授

告
一
及
一
紙

報
一
求
一
用

件
一
請
一
殊

事
一
替
一
特

護
一
立
一
用

柵
一
職
一
鴻

人
一
国
一
認

口
己
》
口
口
■
ロ
ロ
一
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３
－
４
－
５

４
－
４
－
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－
口
ロ
“

人身保護事件報告簿

国庫金立替請求及び負担額通知簿

認証等用特殊用紙授受簿

民事事件係

■
の
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ロ
●
』
の
ロ
ロ
■
●
』
毎
口
一
口
■
口
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口
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年
一
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一
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口
色
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５
－
３

口
●
毎
●
の
』
口
■
●
■
■
ロ
②
■
句
ロ
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わ
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一
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３
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４
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５
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４
ロ
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－
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口

“

一
一

７
－
８
－
９

■

口

２
－
２
－
２

口

一

■

ロ

幸

1■q■q■l■‐■‐。■■bロ■q■。■4■‐q■1■｡‐l■｡

裁判関係庶務係
。■‐1■●毎口q■‐‐｡d■q■Ⅱ■■口d■ローー■､

訟廷庶務係

(注) 1 ※を付した帳簿は，事件が係属したとき又は記載事項が生じたときに備え置くものとする。

2大法廷においては， 1以外の帳簿についても，事件が係属したとき又は記載事項が生じたと

きに備え置くものとする。



(別表第2）

最高裁判所に備え付ける帳簿諸票（刑事関係）

吾事ｲ牛誉･ｲ寸票（西

冑畢1午畢1午巽尋（西

の他‘の事件陸

Rの裁判の取消第一審事1牛簿(収

叉の裁判の取消上告事1牛薄(収



帳簿諸票の名称 ｜ 備え置く係等 ’ 保存期間

妻ｲ牛溥以外の一冊笠帳簿諸票
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74 閲覧謄写票(刑事） 裁判関係庶務係 原符5年 37
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■■Dpq■q■q■●I■
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■、 q■ーq■q■q■ｰq■
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■q■q■■一一q■。■
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■●q■q■■、■D己4■1
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■。■。■ー一‐ー‐I
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■‐‐‐q■q■q■‐4

82

､●画ロ■q■･一口｡

83

保管金提出書

保管票

民事保管物受払簿(刑事）※

民事保管物原簿(刑事）※

保管票送付簿※

仮出民事保管物送付簿(刑事）※

仮出票

受領票

雑

法 廷

法 廷

法 廷

保管物主任官

法 廷

法 廷

法 廷

法 廷

法 廷

原符5年

10年

10年

10年

3年

3年

3年

5年

3年

14

D●‐q■q■‐‐d■●■、

15

D q■q■q■q■ーq■ロー‐I

16

P一。■■■4■q■q■q■■－1

17

｡｡q■。■ロ■4■。■。■‐I

18
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19
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の

20
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＝4■q■q■q■■し q■●＝1

－



整理

番号

使用す
る様式
使用す
る様式

帳簿諸票の名称 備え置く係等 保存期間

(押収物関係）

ロ
ロ
の
口
■
ロ
争
一
旬
■
●
』
口

。
ロ
■
ロ
。
の
句
●
■
ロ
ロ
一
口

②
ロ
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■

●
■
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ｐ
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Ｃ
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■
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。
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。
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。
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②
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②
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。
■
“
一
毎
ロ
。
一
口

ロ
ロ
ロ
ロ
一
■
や
一
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※
一
一
一
一
一
一
一
一
艫
一
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鵬
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癖
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漂
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砺
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仮
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仮
一
受
一
受
一
押
一
押
一
押
一
廃
一
換
一
雑

口
口
■
。
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⑪
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。
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Ｗ
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一
一

口
■
●
口
●
ロ
ロ
毎
口
一
■
ロ
ロ

■
旬
ロ
■
●
②
■
旬
一
●
ロ
ロ
の

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
－
ｌ
ｌ
－
Ｉ
Ｉ

■
■
●
■
●
凸
毎
■
●
。
』
ロ
の

口
』
ロ
句
ら
ロ
ロ
ロ
ロ
Ｃ
』
口
ロ

■
口
●
■
●
凸
■
旬
●
ロ
ロ
ロ
ロ

②
■
●
口
■
句
●
句
ロ
“
■
・
ロ

ロ
口
毎
ロ
ロ
毎
口
ロ
●
。
》
ロ
ロ

旬
ロ
■
ロ
ロ
■
毎
ロ
●
ロ
ロ
ロ
●

■
ロ
ロ
ロ
■
句
■
ロ
ロ
ｃ
ロ
ロ
●

ロ
ロ
■
口
争
●
口
ロ
ロ
ロ
■
』
●

■
口
●
■
●
』
■
ロ
②
ロ
ロ
ロ
●

岬
一
奔
一
奔
一
岬
一
岬
一
奔
一
詳
一
詳
一
碑
一
群
一
碑
一
碑
一
碑
一
奔

口
ロ
由
■
②
』
●
口
毎
今
毎
一
口

■
ロ
●
■
口
一
●
旬
●
車
口
一
色

■
■
ロ
ロ
旬
ロ
●
口
凸
』
壷
ロ
ロ

ロ
■
ロ
ロ
ロ
ロ
寺
■
。
一
』
旬
●

口
一
口
口
毎
■
。
ロ
争
●
口
一
句

■
ロ
ロ
■
口
■
ロ
ロ
ロ
ロ
一
口
ｐ

口
■
寺
■
ロ
ロ
。
。
』
。
》
ロ
ロ
ロ

ロ
■
ロ
ロ
■
■
●
■
●
の
■
』
凸

■
■
》
毎
口
一
●
ロ
ロ
今
口
一
心

ロ
ロ
ロ
ロ
②
ロ
。
。
。
や
一
』
口

ロ
ロ
■
■
②
凸
■
ロ
●
②
口
』
■

》
一
塞
一
廷
一
藷
一
率
一
》
一
》
一
》
一
幸
一
》
一
幸
一
幸
一
華
一
幸

物
一
物
一
一
物
一
物
一
物
一
物
一
物
一
物
一
物
一
物
一
物
一
物
一
物

収
一
収
一
法
一
収
一
収
一
収
一
収
一
収
一
収
一
収
一
管
一
収
一
収
一
収

押
一
押
一
一
押
一
押
一
押
一
押
一
押
一
押
一
押
一
保
一
押
一
押
一
押

口
ロ
●
一
■
口
一
毎
口
口
●
ロ
ロ

や
』
●
口
。
■
ロ
一
』
口
●
一
口

ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌｌｌｌＰｌｌｌｌｌｌｌにｌｌｌｌ

ロ

ー

ロ

ロ

ロ

・

口

一

の

(保存関係）

二｣_罎壹雪雲瞳t塗菫壹一…一L壺雲隻雷｣讓塞睾乳且‐
登載された全ての帳簿

諸票を廃棄するまでの
間

帳簿諸票備付経過簿 記録保存係 一
一

‐ー■■ー■■q■q■ーーーー‐q■q■q■q■q■q■q■q■＝q■q■q■q■ｰ4■q■q■ローｰq■‐--q■■､‐ローーーq■。■。■q■ーq■■■。■｡｡●わ‐■I－ーー一一ーーー q■q■q■q■U■‐q■q■＝q■‐q■q■＝q■q■■q■4■q■■q■■ト

》

３
－
４
－

口

②

２
－
２
｝

一
一

●

98

‐ｰ一一q■q■q■q■

・

ロ

ロ

４
－
５
－
６

句

口

２
｝
２
－
２

，

口

の

口

Ｉ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
●
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｌ
■
■
■
■

●

の

●

●

●
け

口

●

句

係
一
係
一
係

存
一
存
一
存

保
一
保
一
保

録
一
録
一
録

記
一
記
一
記

争

ロ

ロ

ロ

旬

。

②

ロ‐
口

毎

句

口

ロ

ロ

毎

■

一

口

ロ

ロ

ロ

ロ

一

○

口

の

口

の

つ

●

一

口

。

－

口

一

口

一

・

ロ

ロ

ー

ロ

ロ

ロ

・

・

ロ

。

ｐ

ｐ

－

ｊ
・

ロ

事
一

毎口

西
不

口

Ｉ

口

研
一
存

旬の口書
一
簿
一
保

継
一
存
一
等録

保
一

■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｈ
ｇ
凸

弓
毎辮
一
樵
一
補

諸
一
原
一
保

簿
一
判
一
別

帳
一
裁
一
特

一

守

口

ロ

ロ

守

口

守口
毎

一

口

口

０

兜
一
的
一
０１

－

－

－

－

１

口

帳簿諸票等引継書記録保存係5年

登載された全ての編冊

を廃棄し，特別保存に

付し，又は独立行政法

人国立公文書館に送

付するまでの間

特別保存に付した当該

事件記録等を廃棄し，

又は独立行政法人国

立公文書館に送付する

までの間

‐q■q■＝q■q■■‐4■q■q■‐q■4■。■－－．■‐■。■‐｡。■q■。■‐‐‐。■q■。■‐。■q■q■q■。■q■q■4■q■q■q■■■‐つ口口‐ーq■‐4■‐q■q■■P4■d■‐4■‐一色●ロローロ4■。■｡●d■q■｡■ト●●

裁判原本等保存簿(刑事）記録保存係9925

＝‐q■q■＝‐q■■p‐1■q■■q■q■4■q■ー。■。■q■q■。■。■q■。■－0■d■。■q■＝q■‐。■q■q■q■q■■q■q■ー＝‐‐q■■bの｡｡｡●q■1■q■q■q■■■一一‐‐q■q■‐q■■。■。■‐。■q■q■q■‐‐4■。■q■‐q■。■＝‐‐‐。■の。■。■。■q■4■■q■q■q■

特別保存記録等保存票記録保存係26100

(注) 1 ※を付した帳簿は，事件が係属したとき又は記載事項が生じたときに備え置くものとする。

2大法廷においては， 1以外の帳簿についても，事件が係属したとき又は記載事項が生じたと

きに備え置くものとする。



様式01(表）

平成 年（ ）

（
最
商

民
事

上
告
事
件
簿
）

HlOml

』 ．

I■■■■ －－－－－－－ ー－ 旬一寺 ■－－ － 一

事 件 番 号

当 庁 ． 受 付 冊● ■ 冊C ●

事 件 名
■

上 告 人

申 立 人

原 ．

被

控
被

原
被
控
被

被 上 告 人

相 手 方

参 加 人

解訟物価格（貼用印紙） 万円（． 円） 万円（ 円）

第
一
審

裁 判 所

受理 日 。 番号

終局 日 ・ 結果

高地 支簡

（ ：）、 ■

● ■

高地 支簡
● ● （ ）

● ｡

● 凸

控
訴
審

裁 判 所

事 件 番 号
’

終局 日 。 結果

上告提起事件

上告受理申立て事件

高地 支

（ ）

● ●

（ ）① ●

● ● （ ）

高地 支

（ ）

● ●

● ● （ ）
● ● （ ）

当
審

（受）終局日 ’結果

終 局 日

結 果

記 録 送 付

受・不● 句

● ●

判・決

冊､ ● ●

受・不● ●

● q

判・決

冊● ●

関連上告・上告受理事件番号 （ ） （ ）

備 考

担当法廷

(添付郵券）

受領印 小

（ 円）

小

（ 円）



(裏）

「

一寺 一

1■■■－ －ﾛ ーー - 一
一一

冊0 ｡ ■ 冊● ● Q ● 冊

原
被
控
被

原
被
控
被

原 ．

被

控
被

万円（ 円） 万円（ 円） 万円（ 円）

高地 支簡 高地 支簡 高地 支簡
□ ● （ ） ● ● （ ） ・ ・ （ ）

● ● ● ● ● ｡

高地 支 高地 支 商地 支

（ ） （ ） （ ）

● ● ● の ● ●

● ● （ ） ｡ ■ （ ） ● ● （ ）

● ● （ ） 。 。 （ ） ● ■ （ ）

受・不● ● 受・不● ● 受・不● ●

■ ● ● ● ● ●

判・決 判･決 判・決

冊● ● 冊、 ● 冊● ●

（ ）
■

（ ） （ ） ． ．

■ り

小

（ 円）

小

（ 円）

小

（ 円）

■



様式02
(表）

平成 年（ ）

（
哉
高

民
事

雑
事
件
簿
）

H13.(M3)

ー

事 件 番 号
1

当 庁 受 付 冊● ● ． 冊｡ ■

事 件 名

タ ■

■

貼 用 印 紙 円 円

申 立 人

相 手 方

一

審

裁 判 所

申立 日 。 番号

終 局 日

結 果

商 支
地家 簡

（ ）● ●

● ●

高 支
地家 簡

● ● （ ）

● ●

二

審

裁 判 所

申 立 日 。 番号

終 局 日

結 果

特別抗告提起事件

許可抗告

申立て事件

申立日・番号

許可決定日

高
地 支

● 。 ． （ ）

● ●

、
Ⅵ
〃
〃

〃
８
８
℃

●●

（ ）● ●

p ●

高
地 支

● ● （ 〉

● ●

ｈ
Ｅ
Ｉ
ｆ

″
口
晒
も

●●

● ● （ ）

● ●

当
審

終 局 日

結 ． 果

記 録 送 付

● ●

。 。 冊

● ●

冊● ● 。

関連特別・許可抗告事件番号 （ ） （ ）

備 考

担当法定
(添付郵券）
受領印 小

（ 円）
小

（ 円）



8

(裏）

一● ー
－ ．－－一一令 ‘■■ ●P, 缶 ･守一■■■■一一 一一 一一

冊．● ● 冊● ｡ ● 冊● ●

円心 円 円

1

高 支
地家 簡●

高 支
地家 ・ 簡

高 支
地家 簡

● ● （ ） ● ● （ ） ● ● （． ）

● ● ● ● ● ● ●

○ 商
地

支
高
地 支

高
地 支

● ● （ ） ●

己
、
〃
〃

〃
ｆ
も
、

● ● ◆ （ ）

● ● ● ● ● ●

（ ）● ● ● e （ ） ． ● ● （ ）

（ ）● ● ● ● （ ） （ ）● ●

● ● ● ● ● ●

● ● O ● ● ● ●

冊● ●

◆ 冊● ● 冊● ●

（ ） （ ） （ ）

小
（ ． 円）

， 小

（ 円）
小

（ 円）



L

様式03
(表）

平成 年（ ）予備欄

－＝

一一 ■■■■■ －－1■■■■■■■■ q■■
一一一 ●一 －－ － －

事件番号
当事者

区 別

氏 名

終 局

結 果

法
廷
備 考

申
・
相

控
・
被

０
Ｉ
０
０
０
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｏ
０
０

上
・
被

■
■
Ｉ
■
■
■
ｇ
■
■
■
■
●
■
■
■
凸
■
■
■
●
■
凸
■
●
■
ａ
Ｕ
Ｄ
■
■

１

原
・
被

受・不● ●

p一一~■■－4■■一一一一一ーー■■－－－－一一一一■

判・決● . ●

■一一一一一-一ー~ー一一一‘■■ー‐一一一一一一屯

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

Ｉ
Ｉ
ｌ
０
０
０
０
０
９
０
ｊ
Ｉ
ｌ
Ｌ
１

原
・
被

受・不● ●

画一一一一■■1■■ー一一一一一一‘■■‘■■一一一.■■－－1■■■

判・決● ●

p‐一ｰ一－一ローーーーー‐■■■■ーー一一一一一■

１
２
３
．

申
・
相

上
・
被

控
・
被

０
１
０
０
０
０
０
１
０
０
９
ｌ
ｂ９

原
・
被

。 ． 受．不
一一一一■■一一■■‐‐ー一一－一‐ローーーーーー●

． ． 判・決
■一一－－1■■＝ー‐←＝■ローーーーーー‐■■■一一一一口

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

０

０

０

０

０

０

０

０
甲
０
０

ｌ
△
０
０

■
凸■

原
・
被

受・不b ●

｡'■■一一一一一一一一一一一

● ●

ーⅡ■■ｰ~一一一ｨ■■－－■

判・決
■■■■■ー一一一.■■1■■I■■－－‐，■■ー■■一一一一一■■■■ d■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

０
《
１
８
口
０
０

１
０
１
△
０
０
０
０
９
－
０
６
１

原
●

被

受・不● ●

■ーｰ一一一一一一‐一一一一－－－m一一一一一早

判・決● ■
p

■ーー一一‐一一一一一一■■－一一~‐一一一一ー■

１
２
３

申
●

相

上
●

被

控
・
被

１
１
１
１
１
０
１
０
０
６
０
０
１
１

原
・
被

● ■ 受・不
あー■■一一幸一■■一一一~一一ー■■l■■一一一一ー一口

判・決● ●

■ー－－－－一一一－一一－－－－－ー■■--ー■■■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

１
０
１
１
０
０
０
０
１
０
１
０
０
０
■

原
・
・
被

受・不● ●

P■■■■ｰ一一一一一－一一一一一一~一一一一一一口
凸

判・決● ●

ゆー一一~ー‐一一‐ー←‐ー‐ー－－－仁聿■■‐a

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

’
９
０
８
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
■
１

原
・
被

受・不● ●

pー■■一一一~一-一一一ーー－－－－－－ｰ一一口

． 。 判・決
■ー■■p一一－－一ー一一q■■一‐一一一一一一一ー一口

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
？
・
被

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１■

原
●

被

受・不① ●

■P一一－一一一，■■一一一一一一■■－－－一一一一一■

判･決● ●

■■■一－一一一一一一ー一一一■■q■■ー一一一一一一■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

▲
■
・
Ｄ
ａ
ｇ
▲
ｇ
ａ
ｇ
▲
８
０
▼
凸
■
凸
Ｕ
■
ｐ
ロ
Ⅱ
凸
■
▲
■
・
日
■

１

原
・
被

受・不●， ●

Pー一一一一一ーｰ－－ｰ一~ー－－－ー一一一一■

判・決● ●

●■■ーーー‐ー1■■－－－ー一一一一一一ｰ一一I■■一口

１
２
３

申
・
相

◆
①

上
・
被

控
・
被

１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
０
１
１
０
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

原
・
被

受・不● ●

■ー■■一一一ーーーーー■■一一一一二二二一一■■■■■

。 。 判・決
b－■■ｰーーーーーｰ一一一一■■ー■■ ーｰ一一一一■

１
２
３



(裏）

平成 年（ ）予備欄

"61m

一

一一－P－

一一

事件番号
当事者

区 別

氏 名

終 局

結 果

法
廷
傭 考

申
・
相

控
・
被

Ｕ
Ｏ
０
０
１
０
０
０
１
１
０
１
１
１

上
・
被

原
・
被

． 。 受・不
■■■一一一一ーｰｰ一一ｰ一一一口一■■■■‐ー一ｰ■

判・決● ●
旬

｡‐ー一－一ｰ一－一一－一‐一一‐一一一■■ロー口

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

受・不● ●

■一一■■‐■■－－－－－一一-－－ロー‐－－■■■■③

判・決● ●

■ーーーーｰーｰ‐一一一一一■■ー‐ー■■ー‐＝ー■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

● ● 受・不
■ー一一一一一一‐一一ー一一一一一一一ｰ‐‐‐■

判・決● 9

F■■一‐■■ー一一ｰ1■■－1■■■■ーl■■‐‐一一一‐ー一I■

１
２
３

申
・
相

上

被，

控
・
被

原
・
被

受・不● ●

■一一一一一一ｰ■■ーー一－一一.■■■■一一ｰ一一ー■

判・決● ●

■ｰ‐‐ｰー－－ｰ一一ｰ一－一一一一ーー‐ー‐■

,

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

． 。 受・不
p一一一一ーｰ一一一一ーーｰー一一一一一一一■■■

． ． 判・決
p一一一一一一一一一＝一一一-一一ーーｰ一一一■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

． ． 受・不
■■■一一一一~－－－－－ーーーー一一一－一一■■■

． ． 判・決
B－1■■ーー一一一一一一一‐一－一一一一ｰ1■■4■■ーQ

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

． 。 受・不
■一一一一一一一ｰー一一一一一一－一一一一一‐q

． 。 判・決
■一一■■一一■■ｰ■■~一一一一‐‐－－ｰ一一■■■■■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

。 。 受・不
■－■■ーｰ－－－－■■ー■■ーｰ‐ｰー一－一一一一■

． 。 判・決
p一一■■‐ーｰーーーー一ー■■ｰー一一一ーーｰ‐■

１
２
，
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

受・不● ●

■一一一‐‐一一■■一一一一■■一一一一一ー■■ー■■■

判・決● ●

ゆ一一‐~ー一＝ｰ一一一一－一一一一一~ー一一■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

受・不● 、

ゆ－－－－－－－■■－－≠一二二T－E－j－－－－－■
■

判・決● ●

■－－－ーーやーーー一一一仁＝p一一一一七二一‐■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

受・不● ●

P－1■■ー■■一一一一-一一一ーｰ－1■■一一一■■■■■■■

判・決● ●

ゆ‐一ーｰー一一一一ー一－一ー‐ーー一一一一一■

１
２
３



様式04

期日簿（ 月 日 （ ） ）

(注） 1 弁論期日及び判決言渡期日を記入する。 2判決言渡は赤字で記入する。 3警備有の場合は， 甲， 乙，丙，丁を記入する。

時間
事件番号
事件名

当事者
(被告人）

代理人

(検察官・弁護士
等）

主任裁判官
調査官

担当書記官
立会書記官

警備
有無 備 考

■■－1■■ｰーー■U■ー■■1■■■■■■■■，■■■■■■1■■■■1■■■■■■1■■■ﾛ■■■■ー‐一‐ーーｰ＝ーーｰｰ‐－－ー■■ーUーー■■■■ーー■■ーーー■■■■ー■■■■1■■ー■■4■■1■■■■4■■I■■■■4■■■■■■ー■■■■■■■■4■■■■■■■■1■■■■■ ■■ー■■■■ー■■‐－1■■■■ｰ＝画一一Ⅱ■■－－●■一一ーーーー~I■■■■4■■■

■■■■■■■■ー■■ー■■ｰ■■一＝ｰ‐一一‐ｰー‐ーー■■ー■■■■ー■■1■■■■■■ー■■■■ー■■1■■■■4■■■■1■■■■4 ､■■■■■■1■■■■■■ｨ■■1■■■■■■■■■■■■■■1■■■■■■4■■ー■■4■■1■■■■'■■■■■■ー■■■■■■■■'■■■■‐ー■■■■ー｡ ｡｡■①｡■■口①P。■‐ぬ口｡○ロー■ロロ■‐■■1■■1■1■■ ■q■q■q■1■。■q■q■q■。■。■■■。■。■－1■。■－1■4■■■■

酋一＝－－ーーー■■■■ー■■ーー■■ー■■■■ー■■ーー■■■■■■■■'■■■■■■'■■■■■■■■■■■■■■‐ーー■■1■■－1

、■■■■1■■ーｰ1■■1■■I■■■■■■4■■■■■■■■■■■■■■1■■■■■■q■■1■■■■｡■■■■■■1■■■■■■■■■■1■■■■■■4■■■■■■ｨ■■I■

0－－再一一面ーーｰ■■ｰーｰ‐ｰｰ■I■ーｰ‐‐ー■■‐ー■■ーー■■1■■■■■■1■■■■，■■I■■■■■■I■

■。■q■■。■q■■4■‐■q■‐■。■‐ｰ■口酋一つpのロU■ロー■q■■

■■■■■■4■■■■■■－－■■1■■ｰ■■■■■■■ーー一‐‐ｰｰーーー4■■ー面1■■■■■

■■4■q■＝ロ■q■q■■■q■q■q■l■q■。■ロ■4■。■ロ■。■。■■

■■I■■ー■■■■1■■■■■■■■ー■■■■一一■■1■■ｰｰ－－ｰ■

■■ー■■I■■■■1■■■■1■■■■1■■■■'■■■■'■■■■■■1■■■■‘■■■■■■1■■‐ー＝■ｰー＝ーｰロー■■■■■■■I■ー‐ー■‐－ー‐ーｰ■■■■■■1■■■■■■1■■ー■■■■1■■■■■■■■■■■■■■I■■■■ｨ■■■■■■1■■■■'■■ー■■1■■1■■■■1■■I■■■■'■ ■■l■■＝＝一＝■■一■■－－－~ーｰ‐一ー■■ーーーー■■■ーー■■4■■■■■ ■■，■■1■■■■■■■■I■■I■■■■，■■1■■■■画一一一一一一■■ｰ■



様式O5

事件関係送付簿

送付 事件番号 文書の標目 送付先 受領印 備 考

■

（ ）

■

（ ）

（ ）

■

（ ）

■

（ ）

■

（ ）

■

（ ）

■

（ ）

■

（ ）



様式O6

事件記録出納簿

貸出月日
記 録

事件番号又は被告人名 冊数

受領者

所属･氏名 印

返 還

年月日 受領者印

備 考



様式07ー

(配録発送日平成年月日 ）

妃録受領：書

下記の事件肥録を受領しました

平成 年 月 日

地方裁判所

裁判所書記官

最高裁判所舩廷事務室民事事件係御中

合計 件 冊

〔連絡事項〕

本受領害を,ﾌｧｸｼﾐﾘ(番号■■■■■■■■■)送償してください(送付書不要)。

‐ ■=ー 一－－－一一－ －鐸一一 ← 屯●一e e ◆一 －

事件番号 冊数 備 考

平成年（ ）第号



様式08
書留郵便物受領証（裁判所控）

(特別送達用）

1

2

3

4

5

6

７
８
９

10

i

事件番号 受送達者の氏名 備 考 送達済 不送達 引受番号 郵便料 摘 要

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

(差出人） 引
受
局
日
付
印



１
１

様式09
I

１
１
１

書留・特定記録郵便物等受領証

’

8その他の田舎に必要ですから

●

い
す
な
で
が
画
入
損
。

ａ
飽
夷
す

Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
９
■
』
■
Ｕ
０
■
Ⅱ
Ⅱ
ｑ
Ⅱ
１
９ インターネゥト……“乱l叩毎…抄

I
I

I

l
l
i

’

(ご依頼主のご住所・お名前）

様

お届け先のお名前 お問い合わせ番号 申出縮要噸 摘 要

様

様

様



様式10

郵便送達委任簿（第 小法廷）

送 付 事件番号 受送達者 送達書類 受領印 備考

■ ■

（ ）

（ ）

□
□
□
□
□

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

□
□
□
□
□

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
□

■ ■

ｊ
ｊ

く
く

□
□
□
□
□

■ ■

（ ）

（ ）

□
□
□
□
□

■ ■

（ ）

（ ）

□
□
□
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

□
□
□
□
□



0

様式11

予納郵便切手保存簿

ザ
ｉ
Ｂ
ｑ
ａ
０
９
Ⅱ
Ｄ
巳

０
■
０
■
■
■
■
ｑ
■
■
■
■
■
■
■
“
Ｊ
二
■
■
■
■
■
■
、
■
■
■
■
■
■
５
凸
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
巳
。
■
Ⅱ
Ⅱ
■
■
ご
Ｂ
、

１
１

事 件 番 号 額
受 入 れ

年月 日 摘 要

返還事由

発生年月日

処 分

年月 日 摘 要 印

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● 0 ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● e ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ． ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●



ー一＝ー‐q■■■■ ー

仁一●凸一一

様式12

J

平成年（ ）第事件番号 号

平成 年 月 日

裁判所 御中

住所

氏名 印

受 領 書

郵便切手 円分を受領しました。

予
納
郵
便
切
手
受
領
書

〆



様式13

・・--..--..-----…-......------…,．‘･-ﾆｰ．．…’･切…･--全･･-..----.．…---....-…－取一…－．．．．－…．．-…･･･---..--..----.．線･..~..|･...~....=..ZZE..ZZ.･三琴二････--？
～

最高裁判所

注意 1 申鯖人は，太枠内に所要事項を記入し‘ 「印紙」欄に所定額の印紙をちよう用（消印しない｡）

の上，原符から切り取らないで，この票を係員に提出してください。

2 『申鯖区分』桐， 「申爾人」梱の「資格」梱， 『閲完等の目的」欄及び「提出害類」檀は，該当

文字をOで囲み，その他に餓当する場合には， （ ）内に具体的に記入してください。

3 「閲覧・諸写人氏名j橿は，申鯖人以外の者に閲覧・謄写させる場合に記入してください。
4事件妃録中の録音テープ等の複製を申繭する場合には，複製用の録音テープ等をこの票ととも

に係負に提出してください。
“1）

一

一一. －4 .－－1■■■ ■
－ 一一 一 一ーq■－＝

民榊鵬閲克･謄写票（原符） 申購区分 閲魔 ・磯写 ・ 複製

受付年月日 平成 年 月 日 ちよう用印紙類 円

事件番号

申鯖人氏名

平成年（ ）第 号
事件肥録等返還

月日・受優印

● ●

ロ却下

ロ拒絶

原符番号 第 号 票受領印 (大法廷･第小法因

原符番、号 .第 号 担当法廷 大法廷 ・ 第 小法廷
ー

民事事件配錘等閲究・謄写票 申鯖区分 閲覧・謄写・複製

申鯖年月日

事件番号

当事者

氏名

》
》

閲冗等の目的

提出害類

平成 年 月 日

平成年（ ）第 号

癖準備等・その他

（ ）
委任状・その他

（ ）

申
鯖
人

資 格

住所又は

弁護士会

氏 名

閲究

騰写
人氏名

所要見込時間

当事者・代理人・利害関係人

その他（ ． ）

印

時間 分

閲究等の部分 許否及び特別指定条件 許可権者印

許
。
否

交付月日 ●

記鮭等受領印

●

印
紙

肥録等返還確認印

複製物受領印

備
考



様式14

(表）

(顔符）

第 号’
p●ー｡■q■●4■一●■ﾛ■q■一一‐ー一一q

◎注憲 1 頭の箇所は，提出者が記入してください。
2 提出者は， この書面（提出書）に保管金を添え，会計係（饅入饅出外現金出納官吏）
に提出し，又は送付してください。

3 保管金を提出した場合には．必ず保管金受領証書を受け取ってください。

◎注意指定口座への掻込みに支障を生じた渦合には，至急その旨を届け出てください。

一句や→令今一

－－－ ー句一 －
一

一③ 一一 一 ■■■■■■■■■■■■■■■

事件番号（被告人） 平成年（ ）第 号 係寄紀官氏名

金 額 円 提出者氏名

提出害交付年月日 平成 年 月 ・ 日 覆 目

受入年月 日 平成 年 月 日 提出轡進行番号 平成 年度第 号

原 符 番 号

口

官
一
印

係
書
記

●

原符番号 第 号

爆菅＝提出雪

（ 兼 還 付 購 求 書 ）

け

進行番号

平成 年度

第 号

主任書記

官 印

係害

妃宮

印

部 係

受入年月日 平成 年 月 日

事件番号

(被告人）
平成 年（ ）第 号 籾 目

金 額

百 十 偉 千 百 十 万 千

可

ａ

４

■

Ｕ

８

０

．

０

凸

ｑ

▲

■

一

■

０

■

百

■
０
０
０
０
０
０
０
０
０
■

十 円

蕊

提出年月日
平成 年

月 日

燕

提出者

住所

氏名 印．

電話 （ ）

豪

通付金

の鐙込

先等

握込先

金 融

観閲名

口座番号

銀行

金庫

支店

預金種別

口座名装入の

住 所

氏 名

(フリガナ）

普通・当座，通知，別段

握込年月日 平成 年 月 日

小切手番号



(哀）

－｡ 4■■■■■■ー
－ 一 ■■■■■■ 一■ 一b一 一

-－－－

通知受餌
年月日

期満失効

起算年月日
摘 要 支払高 残高 支払年月日

● ● ● ●
円 円

● ●

｡ ●

● ● ● ● ● ●

● ● Q ● ● ● ●

● ● ● ● 0 ● ●

● ● ■ ， ●

● 0

● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ●。 ●

F●

● ●

● ● ● ● ● ●

● ●■ ● ●

①

● ●

● ●
●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ①● ① ● ●

● ●

● ●
●

● ろ ●
勺

甸

■

● ●

0 0 ● ｡ ● ●

｡ ■

。 ｡
◆ ●



’

１
１

様式15

０
１

’

■
、
■
Ｕ
Ｄ
ｖ
ｂ
ｌ
０
且
ｒ
４
■
争
ｆ
ｂ
■
９
国
日
■
■
■
■
且
■
Ⅱ
■
■
０
ワ

’

１
１

Ｏ
Ｂ
８
ｇ
６
６
Ｄ
■
Ⅱ
，
。
。
■
■

I

I

(注） 受け入れる保管金が会計規程第24条第1項に基づく掲合には， 「事件番号（被告人）」は， 「保管法令」とする。

i

il
ザ

保 管 票
受入年月日

提出者氏名

平成 年 月 日 出納官
吏等印

提出書
進行番号

事件番号
(被告人）

種 目

平成 年度 第 号

平成 年（ ）第 号
提出金額

備 考

百 十
■
今
■
■
■
■
■
■
一
■
甲
一
■
■
■
■
国
■
■
■

偉 千 百 十 万 千 百 十 円

現金

払出通知

年月日
期満失効

起算年月日
主任書記官印又
は事務主任官印

係書記官印又
は担当係印 摘 要

出納官
吏等印 支払高 残 高

● ● ■ ●

● ● O ●

● ● ● □

● ● O ●

● ■ ● ●

● ● ．● ●

● Q ● ●

Q ● ■ ●

■ ● ● ●

● ● ● ●



様式16

平成 年

（
民
廟
保
符
物
受
払
傭
）

－－－

一一P一､ 七 F 一 句
－－●■－ －

保管番号 節 号

受入年月日

事件番号 平成 年（ ）第 号

主任蜜配
記官印
係宙肥
官 ･印

提 出 者

園 目 等

受 領
年月日

保管物主
任官印

原”進行番号

返
還

事由発生
年 月 日

事 由

年 月 日

結 果

主任
宙配
官印

係寅
妃宮
印

備 考

｝



■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
・
■
■
■
■

I

Ｋ
■
■
■
■
■
７
ｑ
凸
●
■
■
■
■
ｂ
Ｌ
９
ｊ
９
ｌ
Ｉ

ｌ
ｆ
ｂ
凸
■
■
■
■
ｒ
１
１
口
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
■
９
Ｌ
Ｐ
ｊ
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
ｂ
‘
’
０
，
０
日
■
■
■
口
■
ｒ
▲
■
■
■
■
■
９
，
Ｊ
１
１
凸
甲
■
。
■
０

様式 17

平成 年 (民事保管物原簿）

ｆ
６
１
ｌ
ｌ
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
？
■
●

０
０
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ

Ｏ
ｆ
■
０
８

●
①
■
●
《
■
■
■
■
■
■
■
■

進行番号 受領月日 保笹番号 事件番 号 品目等 保管楊所

払 渡 し

年月日 事由 陸噂畜
傭 考

第 号 ● 第 号 平成年（ ）露 号

露 号 ● 第 号 平成年（ ）第 号

毎 号 ● 第 号 平成年（ ）篭 号



様式18

(表）

保
管
票
送
付
簿

一－

ー －－－一一－ 一 合T■q■■■■■■■■■■ 一一一■■■■一－℃ 『－

送付
月 日
提出書進行番号 事 件 番 号 受領印 備 考

平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号
■ ■

平成． 年（ ）第 号

平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

平成 年度第 号
●

平成 年（ ）第 号

平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

●

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号



(裏）

ー③ ー■－‐●

与一.－ ．を一 ．＝ー .‘~q･ー ' ･－．･ ．一
一 一－－一 ■す一一｡ ①七一一一一4一

送付
月 日
提出書進行番号 事 件 番 号 受領印 備 考

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 ・号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

平成 年度第 号 平成 年（）第 号

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号 平成． 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号

● 平成 年度第 号 平成 年（ ）第 号



－､｡ー■■■■■■■■■■■■■･・

様式19

(表）

平成 年

一

I一

裁判官

認印

主任嘗

記官印

事件番号 平成年（ ）第 号 平成年（ ）錦 号 平成年（ ）寮 号

保管番号 第 号 第 号 第 号

原簿進行番号 第 号 第 号 第 号

品 目 等

交
付
送
付

月 日

事 由

交付

送付
先

受領印

● ● ●

返還年月日 ◆ ● ● ● ● ●

備 考



(裏）

一 一

争一 一一 ■一子 0－一一一●q 『 1■■■■■■■■ －｡ー÷ 一一○『－－F ー■■■－ー

平成年《 ）第 号 平成 年（ ）露 号 平成年（ ）露 号 平成年（ ）第 号

第 号 第 号 第 号 第 ． 号

第 号 第 号 第 号 第 号

◆

● ● ● ● ● ● 、 ●
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(注） 用紙は， 日本工業規格A列5番のものとする。

一一■－－
一L ■_ －一一 ー 一 年←●一■｡ q■■■■■－一 －一

仮 出 票 主任書記官印

仮出年月日 平成 年 月 日

係
寄
記
官 部

印

係

受領印

原簿進行番号 平成 年度第 号

事件番号 平成 年（ ）第 号

品 目 等

仮出事由

返還予定年月日 平成 年 月 日

返還年月日 平成 年 月 日
保管物
主任富
受領印

備 考
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(注） 用紙は， 日本工業規格A列5番のものとする。

－

－－－－－
●一 一一← －● 一

受 領 票 主任許記官印

受領年月日 平成 年 月 日 係書記官印

原簿進行番号 平成 年度第 号

事件番号 平成 年（ ）第 号

目 等
ロ
ロ回

事 由

備 考
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秘密記載文書受払表秘密記載文書受払表平成 年度

保管番号 第 1 号 第 2 号 第 3 号

受入年月日 ■ ■ ■ ■ ■ ■

事件番号
(基本事件番号）

平成年（ ）第 号
(平成年（ ）第 号）

平成年（ ）第 号
(平成年（ ）第 号）

平成年（ ）第 号
(平成年（ ）第 号）

首席
書記官
担当
書記官

申立人

秘密記載文書

引継 ’

事由発生日 ■ ● ● ■ ■ ■

事由

年月日 ● ● ■ ■ ■ ●

結果

首席
書記官
担当
書記官

備考
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平成 年

帳
簿
諸
票

備
付
経
過
簿

＝－
一一一－＝ー昏 -e ー毎

－ 一一÷ 寺 p■ 缶= ●e r…寺一一一 一 一一

整理

番号
帳簿諸票の名称

作成

月日

引継ぎ

保存

満了

年度

廃 棄

(取扱責任者印）
備 考

● ●

冊

平成

年

● 『

①｡

■ ●

冊

平成

年

● ●

● ●

冊

平成

年

Q ●

● ●

冊

平成

年

● ●

● ●

冊

平成

年

● ●

● ●

冊

平成

年

● 0

｡ ●

冊

平成

年

● ●

● ●

冊

平成

年

● ●

● ●

冊

平成

年

● ●

● ●

冊

平成

年

● ●

● 0

冊

平成

年

■ む

◆ ●

冊

平成

年

G ●

● ‐
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平成○○年○○月○○日

訟廷首席書記官殿

第○小法廷首席書記官○○○○

帳簿諸票等引継書

保存のため，下記の帳簿諸票等を引き継ぎます。

記

番号 年度 帳簿諸票等の名称 冊数 備 考

I
1

’

’

I

’

’

I
｜

I

1

1
1
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裁判原本等保存簿

－0

－－ 一一一－一一一一－ e－一一－一一③ ＝

一一一一＝－－－－－－
－ － G－一＝ 二 二一－一一

編冊の表示 完結(裁判)の日 保存終了の日 廃棄の日 備 考

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ■

● ■

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
G ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●

O ●

I
● ●

● e ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●
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(別紙様式第4）

特別保存記録等保存票

裁判所 支部

記録（事件書類）

の表示
明・大・昭・平 年（ ）第 号

事 件 名

(通称） （ ）

事件

保存の対象 記録の一部．全部 冊 事件書類 冊 通

特別保存の理由 規程9条1項（○を付したもの）

ア保存期間満了後に当該債務

名義に係る債務の履行期が到

来する。

イ再審又は和解無効確認等の

事件が現に係属し，又は係属

することが予想される。

ウ関連する事件が現に係属し，

又は係属することが予想され

る 0

エその他

（ ）

現に係属している事件

裁判所 支部

平成 年（ ）第 号

事件

規程9条2項（○を付したもの）

ア重要な憲法判断が示された。

イ法令の解釈運用上特に参考

になる判断が示された。

ウ訴訟運営上特に参考になる

コニ

審理方法により処理された。

世相を反映した事件で史料

的価値が高い。

オ全国的に社会の耳目を集め

た。

力当該地方における特殊な意

義を有する。

キ調査研究の重要な参考資料

となる。

クその他

（ ）

事件の特徴

特別保存要望者

の氏名等

特別保存

認定の 日

● ● 終 期 ● ●

始 期 ● ● 廃棄の日 ● ●

備
考
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人身保護事件報告簿

0

HI3.(2933)

記録番号 請求者 担当小法廷 小

係属庁 高地 支部 事件番号 (人 ）

報告受理日 ● ● 請求受理日 ● ● 印

経過報告日

● ●

● ●

印

印

● ●

● ●

印

印

終局日

終局区分

● ● 判決決定和解成立取下げ
ーｰ‐ロローーーq■－．■ローローーq■一一‐｡‐‐■Dー一口‐‐ー‐■

認容棄却却下

印

記録番号 謂求者 担当小法廷 小

係属庁 高地 支部 事件番号 (人 ）

報告受理日 ● ● 請求受理日 ● ● 印

経過報告日

● ●

● ●

印

印

● ●

● ■

印

印

終局日

終局区分

● ●

■
□
■
Ｄ
Ｐ
●
■
凸
■
凸
巳Ｕ
ａ
８
ａ
Ｕ
●
Ｄ
●
■
■

判決決定和解成立取下げ
ローーーーーーーーーーーー一一一一一■■一一ｰ一‐一一~一一ー一■

認容棄却却下

印

記録番号 請求者 担当小法廷 小

係属庁 高地 支部 事件番号 (人 ）

報告受理日 ● ● 請求受理日 ● ● 印

経過報告日

● ●

● ●

印

印

● ●

● ●

印

印

終局日

終局区分

● ● 判決決定和解成立取下げ
一一‐ーーー■■‐ー一一‐ー‐一一一ー一一一一ー一一一一一一一ー●

認容棄却却下

印
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※黛鰯恵麗鑪扉て丑備考欄にそ脂朱諜脚ます

進行

番号

事件主

任官印

支出

年月日

債務者の住所

及び氏名

立替金の

金 額
事件番号

立替えを

要する事項

出納担

当者印

郵便の

種別
備考

年
月
日

住所〒□□□－□□□□

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□ロー□□□□

フリガナ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□□－□□□□

フリガナ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□□－口□□□

フリガナ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□□－□□□□

フリガナ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき
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認証等用特殊用紙授受簿

年月日 摘 要
枚 数

受領 配布 残

製造番号 （発行地 ）

受領 配布
印 備考

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

■
’
’
０
０
０
１
日
Ⅱ

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～
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平成 年（ ）

二
口
ｐ

－ー

－－● 5－一一 －1■
一ー.－－－－ 一一一 →ら－－● ｡－･ ﾛ ● ＝■＝吟一一

ｑ
■
●
一
凸
の

旦
浬
号

ロ
《
ら
一
。
●
凸
年

月
一
返
一
番

口
ロ
一
一
●
●

付
一
審
一
件

ロ
今
●
●
凸
●
●
●

受
一
原
一
事

●
●
ロ
ｐ
Ｄ
ｐ 原裁判所 件 名 被 告 人

″
雛 上告趣意書差出

月 日
｡d■1■■●●Q■■I印守口一●■ﾄ｡●●画‘■●‐．◆'■‐＝G●●q

■｡●●●｡｡I■●･●1■●｡｡●●●e●．‐。I■■‘●pロ甸町

号

高

支

勾・未収･不拘･保

月 日
ｑ
ｑ
ｐ
●
●
●
ロ
守
口
毎
匿
●
●
●
『
Ｃ
●
●
わ
の
。
■
●
●
の
●
●
●
口
●
凸
毎
●
●
■
凸
●
己
●
己
。
●
●
ｃ
ｃ
●
●
●
●
●
◆
①
●
申
●
ロ
●
』

じ

号

’

高

●

支

勾・未収･不拘･保
ワ ロ

月 日
■4■■凸●4■'■■,●,■●●卓凸●－●｡■ﾛ●●4■一一1■－●｡●q

b●●●●●●●●●｡･●●●◆●●●｡q■■‘■｡●●●◆●｡

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

月 日
■
４
。
守
ら
。
。
■
■
。
●
■
合
■
●
や
参
寺
②
●
■
旬
。
■
●
■
●
凸
の
●
句
■
一
●
●
●
の
。
■
ロ

ロ
、
一

つ
一
旬
●
●
毎
口
●
●
■
●
●
●
●
●
●

●

号

高

支

勾・未収･不拘･保

月 日
b●わ●●●の｡｡｡●｡●｡●わ｡●●凸一.■わ●や●●申の■

■？‐●‐●ゆ‐｡｡●一甲一●●告●●d■一一●●●◆◆‐●q

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

月 日
■●●｡●‐●'■●‐●や◆●の｡●●'■一一●●‐I■●＝■'■』

､①●●●'■'■■'■■■●｡p毎の｡■‐■■寺や｡＝●d■e一■

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

月 日
ｑ

ロ
一
口
●
●
早
口
●
凸
●
由
ロ
ロ
■
●
●
●
●
己
●
つ
幸
●
？
■
①
ロ
●
●
ｅ
申
■
●
●
わ
●
●
の
●
ゆ
●
●
今
句
●
●
。
●
●
●
◆
Ｃ
ｏ
ｃ
ｐ
一

ｐ

号

高

支

勾・未収･不拘･保

月 日
､●●■ウ●●‐●●●｡●凸●｡●｡●4■●◆●の●今●●●q

■。◆？争●凸＝‐凸●●●●‐●e●ロ●Ⅱ■｡●○4■■‐d■壬q

号

高
・
支

勾・未収･不拘･保

月 日
b●●わ●■｡●●●■｡●・㎡中宇■申●■●一口｡‐｡＝●q

D●●｡｡‐●●●｡●●■■●●●◆｡●●●－｡｡｡●1■●■

号

高

支

6 ．

勾6未収･不拘･保

月 日
B●｡｡■や◆●●■｡I■●◆4■●○4■●早－口のﾛ■，■，■el■I■q

p●‐Cl■●4■，●‐●4■わ｡■｡●●●●■‐‐Ⅱ■凸｡q■■'■凸｡

号
0

高

支

勾・未収･不拘･保



り
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（ 表）

－～ 一一一
一
一
一
一
犀

－－ ﾛロ－－ －一口a－q－ 色一■ 凸一一

－

報告

（ ）

②
葱

● ■

ー●■ー－●q■｡● ●ﾛ■･ ■●■■一一~｡◆■■･●”■■■学ｰ●？四｡c●0ー｡ ｡q

● ●

主任裁判官 鯛査官 香記官 受付月日

● ●

記録数

4

冊

平成 年（あ）第 号

事 件 名 被 告 人 身柄

C C G

弁
護
人

私選 国選

起訴日

第 一 審

地裁 支部 簡裁

(判決宣告 ）

第
一
一 審

高裁 支部

(記録受理 ． ． ）

(判決宣告 ． ． ）

● ●

上告申立て 被告人・ ・ 弁護人・ ・ 検察官 ● ●

異議

訂正
申立て （ ）

終

局

裁
判

裁判日 主 文
決定謄本
送達日

■
０
０
０
６
０
０
１
９
０
三
８
０
二
９
０
０
０
０
０
皇
８
－
日
０
４
０
凸
Ｕ
△
■
二
■
二
■
０
《
■
《
‘
凸

０
０
《
■
０
０
０
０
日
』
０
０
マ
０
０
《
ｐ
０
二
９
９
０
０
０
０
二
Ｆ
’
－
６
０
０
０
１
０
■

●
０
０
０
晶
日
二
■
０
１
０
９
０
Ｆ
０
０
０
１
』
■
－
０
１
０
日
旦
日
ニ
ー
凸
１
０
品
０
二
回
ｄ
ｒ
０
■

確定日

■
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
８
０
１
０
０
０
０
０
９
４
０
８
０
０
ｊ
９
日

書記官印

上
告
取
下
げ

取下被告人 受付日

● ●

拘置所受付日

（ 拘 刑）

■

● ●

検察官に通知

● ｡

書記官印 検察官
了知印

第 小法廷



－ ･

(裏）

平成 年（あ）第 号

凸 － ■■■■■■■■■一一一一一一 一一一－○一■－ ‐一寸一一－｡－－－

大法廷回付・撤回 回付 ● ● 撤回 ● ●

予
備
欄

も

● 6

■ ず

備
考
欄

上
告
趣
意
書

完
結
後
の
処
理
事
項

そ
の

他

最終日 ● ● ● ● ● ●

提出

● ．● （ ）

● ● （ ）

。 ． （． ）

● ● （ ）

● ● （ ）

● □ （ ）

事 項 （事件番号） 処 理

訴訟費用負担決定 ● ● 決定 命じない

訴訟費用免除申立て（ （せ） ） ■ 。 免除棄却
審
審
一
■
一
一
送付

（ （ ） ） ● ●

（ （ ） ） ● ●

記録送付 ● ● 冊 原審返還 ● ●
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平成 年（ ）

－

（
最
高

刑
事
雑
事
件
簿
）

一一 ｜
’

一一一 －－一一 ◇－－－一一一一一一 ＝－●一一・一－－

事 件 番 号

受 付 冊● ● 冊● ●

事 件 名

申立人氏名

(検・被・弁・その他） (検・被・弁・その他）

被告人等氏名

原
審

庁 名

事件番号

終 局

結 果

般・高･地･家｡ 支部
簡

（ ）

● ●

最・高･地･家 支部

簡

（ ）

● ●

基 本 事 件 （ ） （ ）

申 立 日

● ●

（ 拘 刑）

● ●

（ 拘 刑）

終 局 ● ● ● ●

結 果

記 録 送 付 ● □ ● ●

の

備
考

大法.廷回付

報告②
（ ）⑬

担当法廷 受領印 4、 4、
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既済事件処理簿平成 年

可

P ●ーQ 一 e－一一~● ● 一一－■一～ 一■ー＝ 一一｡－＝－一 ｡－

終局
月日
事件番号 被告人 結果

謄本
受領

確定

月日

確定通知

月日 印
備考

●

（ ）
■ ｡

●

（ ）
● ■

●

（ ）
■ ●

■

（ ）
■ ■

●

（ ）
■ ●

p

（ ）
● ■

■

（ ）
■ ■

ロ

（ ）

■己

■ ■

■

（ ）
● ■

■

（ ）
■ ■

■

（ ）
■ ■

■

（ ）
● ●

■

（ ）
□ ●

□

（ ）
■ ■

●
。

（ ）
● ■

｡

（ ）
q ●

■

（ ）
■ ■

C

（ ）
● ■



’
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国選弁護人候補指名通知依頼簿

Ｉ

■

■

Ⅱ

ｌ

■

Ⅱ

１

０

．

Ⅱ

■

■

日

日

’

1

凸
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
８
■
ｑ
０
ｇ

｜

I

’
！

｜

’

｜
I

Ｉ

【進行番号】 【事件番号】 【被告人】 【受領印】
【選
受
E通知
I印】 【小法廷】 【受領印】 【取消日】 【備考欄】

● 0



「
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第小法廷
並
日 通郵便委任簿平成 年

－一一 一
ー●＝四一一－■一F一一一一■ ー■ー■一－－ 一一

月日 事件 番号 受領印

／ ■ロー一画■q■■､｡｡●●q■｡●■‐句 サーローロロ●●‐■一q■‐U■ロ4■d■‐■ ひ‐ロロ｡■hの‐■D‐‐｡●｡●●■bロ

通

／ ゆ1■車d■■d■‐●凸口■F令□■●●幸一 、旬●｡d■ーq■。■d■d■一4■｡●●今ロー■ ■｡■l■■､ロー~一d■＝■q■ロﾛ■d■‐｡■1■I

通

／ pl■ppq■ーロロ■垂口q■■4■●●●－1 I‐ロー■－口ー‐。■‐｡｡‐●つめ｡■ ｡’■⑧屯｡●■っ■‐‐‐■一つの●■■I ロー■一-一．■｡q■ーq■q■q■｡②●‐q■

通

／ ローー凸守｡q■■q■‐ロ■‐。■｡■d■‐‐ レーロ■じゃ＝U■②｡｡●ローロ■q■ｰq■■ ｡q■‐ロ■4■一．■q■ー･車一q■｡‐■｡●'

通

／

／ ■●~■■■ロ1■■4■■■ロq■■■●1■■1 l■■■■■ロー■■‐めつ■ロ●‐ロロ ■4■4■や争口q■●｡●⑤■屯q■■4■‐■｡

通

／ ■の口■の■‐4■■｡■4■ロ｡■b■｡■■ 、 1■●｡■1■‐■●の｡■の｡－●●｡■ ■■■■屯｡●●●‐■■■‐毎｡●ロﾛ■一

今 〃

通

／
■

l‐●■■●4■■卜 ！■■｡q■■●{■■｡■■ ■｡●●●●｡｡■P 4■｡■■■●｡■lpI

通

／ p ■■q■■■■し■｡■●の■－●●｡◆●｡ ■ローロロ｡‐‐ら壷■■､ ｡■■Iロ■曲一

通

／ Iｰ⑤●つむ‐‐。■■｡‐●｡⑤｡●‐■

。 □

通

／ p■P‐＝Q■‐●●ロ■､●q■‐ー4■■q■●■

通

／ ●■口■●‐■q■■■ロロ■■■ロロ●

通



１
１

一ダ
斗
画一一
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’

I

’

１
1

’

１
１
１

１
１
１
I

Ｉ
ｌ
０
１
Ｉ

Ｉ
０

０

５

■

ａ

■

■

■

行
号
進
番

支出

年月日

受取人の住所

フリカﾞナ

及 び 氏 名

負担の

金額

事件番号 負担を要する､事項
郵便の

種 別

受領者

認印

年
月
日

〒□□□-口□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

ロ訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□□一ロロロロ

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用
□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□□一ロロロロ

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□ロー□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用
□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便
□はがき

年
月
日

〒□DD－ロロロロ

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき
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-.-…－－－'･･･一･････一一･－．．－－･~･－．－．．－－､‘.．･･･､－．－．．－….切・-..--.-..-....-.-･･･－－．．－．－．－－．－取…･一･一一･･－．－－．－．－－．－．鯵・-..-.-.．線…-.-...-.-..-..-･･･－．－．－．－．．．．．．－･･･-..-.．琴 ･-‐－ ‐－

最高裁判所

注窓エ 申鮪人は，太枠に所要事項を妃入し， 「印祇』桐に所定額の印紙をちよう用（消印しない｡）の上，

原符から切り取らないで， この栗を係貝に提出してください。
2 「申鯖区分」掴， 「申鯖人」楓の「変格」掴， 「閲党等の目的」欄及び「提出香類」楓は，醸当文

字を○で囲み，その他に該当する場合には， （ ）内に具体的に妃入してください．

3 「閲党・蹄写人氏名」掴は，申鯖人以外の者に閲克・臓写をさせる場合に妃入してください。

－－一●－－句－ ー. △ ｡一 －－－－ -』－－， ■‐ ■ー■ g■－ー｡■－

刑事事件記録等閲覧・謄写票（原符）

受付年月日 平成 年 月 日

申鯖区分

ち担う用印紙額

記 録． 。 鉦拠物

閲 究 ・ 勝 写

円

亭件番号

被告人等氏名

申鯖人氏名

平成 年（ ）

第 号 事件肥録等返還

月日 ・事件担

当香記官受頒印

q■4■面一｡一一－4■4■pq

ロ担害

ロ却下

ロ拒絶

原符番号 第 号 票受領印 (大法廷・第小法廷）

原符番号 第 号 担当法廷 大法廷・第 小法廷

あ り

刑事事件記録等閲覧・謄写票

申鯖年月日 平成 年 月 日

申鯖区分

記 録 ・ 歴拠物

閲 覚 ・ 鰭 写

亭件番号

被告人等氏名

閲党等の目的

平成 年（ ）

第 号

豚歴準備等・その他

｛ ］

申
鮪
人

安 格

住 所

又は

弁腰士会

氏 名

被告人・弁塵人・その他

（ ）

印

睡拠物蹄写方法
＝ ●

閲寛

踊写
人氏名
亭務負・楽者・ その他

（ ）

所要晃込時間

＝淵壁月日

時間 分

月 日

提出香類

委任状 ● その他

｛ ）
閲覚等の部分 許否及び特別指定条件 餓判長(官)印

許
．
。
否

担当香配官印

印
紙

－
９
０
０
０
０
０
０
０
０
８
０
０
９
０
０
９
１
０
０
一

一
一
口
争
一
一
・
垂
一
一
一
一
一
一
口
一
つ
■
一
・
口
一
口
・

冤
口
ｔ
０
０
０
ｂ
ｅ
０
Ｇ
▼
０
０
０
０
０
０
０
０
０
口
■
０
４

幸
画
一
一
口
』
一
凸
一
壺
一
一
↑
由
ロ
一
幸
一
口
ロ
．
守
口
一

牢
占
■
■
■
■
。
▲
■
凸
■
■
■
■
■
由
■
由
■
血
■
・
■
凸
■
《
■
●
▼
Ｇ
Ｕ
ａ
ｇ
口
守
■
、
■
Ｄ
凸
の

一
ロ

一
●
・

口
や
ら
ロ
》
』
ロ
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
■
。
一

勺
・
■
・
■
・
■
０
・
■
０
・
■
凸
■
・
■
■
■
０
■
・
０
・
■
凸
Ｕ
０
０
０
０
Ｌ

交付月 日

閲党人・脳写人

記録等受領印

裁判関係庶務係

記録等返遼砿餌印

備

考



’
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’

I

ロ
日
Ｂ
９
１
１
１
１
Ｉ
Ｂ
■
■
日
日
日
日
Ｂ
Ｄ
ｑ
Ｆ
ｂ
■
■
■
■
■
Ｂ
■
■
■

’

I

(押収物整理簿）

９

人

■

■

ｇ

■

●

■

０

“

凸

■

日
日
Ⅱ
Ｂ
■
０
『
ｑ
■
ｇ
■
■
日
■
■
■
■
■’

平成 年押第 号

平成 年（ ）第 号

ほか 人

● ●

部 係

平成 年押第 号

平成 年（ ）第 号
■‐●ローI■■■P‐●｡｡■‐＝■■■‐‐｡｡□1■ｰ｡｡‐●牢争●｡‐'■や●‐つ－つ●ロロウロ｡とロ■｡－口｡

ほか 人

●

● ●

部 係

平成 年押第 号

平成 年（ ）第 号
□凸■1■。、－0■1■■｡I■■■1■‐q■■－1■■‐1■やⅡ■‐争■争一■一●●、●4■一一＝4■●一1■＝●1■一口q■q■一口1■‐

ほか 人

● ●

部 係

平成 年押第 号

平成 年（ ）第 号
■‐｡I■＝■一一＝－＝－－－q■1■1■＝q■■■■■＝q■Ⅱ■‐Ⅱ■I■一画q■■■＝■■q■－＝■■■■＝●●｡◆◆●・●‐｡●●‐。■P●●

ほか 人

● ●

部 係

● 平成 年押第 号

平成 年（ ）第 号
■｡■●■の凸由●●｡q■凸凸■●●凸■■一七一■ロI■ー■心I■｡q■■■-1■q■Ⅱ■●己一や－今令●争cc今●ロロー●

●

ほか 人

● ●

部 係

平成 年押第 号

平成 年（ ）第 号
b●●4●●●凸CG画●－＝●●●‐寺一ロローーー■－1■－＝'■－－－＝■－－－つ‐4●●‐｡。●●｡●●4●●●●●

ほか 人

● ●

部 係

● 平成 年押第 号

平成 年（ ）第 号
D●●｡●●●●ロ■~つ｡■■●＝。■■七'■■－■I■I■1■■q■＝＝q■I■1■1■■q■■■1■｡■D●●ロ●●4■●●●●●■1■｡●1

ほか 人

● ●

部 係

平成 年押第 号

平成 年（ ）第 号
｡q■q■■■●｡●■●q■ﾆｰﾛ■一畢4■‐ー■●‐■●一‐一◇色色●●●由｡◆■●■｡■ーⅡ■■■‐4■q■早一■｡｡｡■■｡.

ほか 人

● ●

部 係



４
９
５
４
Ｇ
日
ｇ
■
日
■
■
■
■
■
日
日
■

ー ､一
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平成 年

二
■
■
。
●
『
■
■
凸

■
■
■
■
■
■
■
■
■
凸
９
８
■
■
■
■
■
■
８
８
日
ｂ
■
■
９
６
０
６
ム
リ
？
■
Ⅱ
Ⅱ
■
Ⅱ
Ｊ
９
０
■
Ⅱ
■
４

0

I

1

I

■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｄ
６
ｑ
Ｉ
１
９
凸
Ｉ
５
４
ｃ
１
且
■
■

(仮出簿）

仮出

月 日
押収番号 符 号

係書記官

部 ・ 係

返還予定

月 日

返 還

月 日

押収物

主任官印
備 考

平成 年押第 号
部 係

平成 年押第 号
部 係

平成 年押第 号
部 係

平成 年押第 号
部 係

平成 年押第 号
部 係

平成 年押第 号
部 係

平成 年押第 号
部 係

平成 年押第 号
部 係

平成 年押第 号
部 係

平成 年押第 号
部 係
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平成 年

(仮出押収物送付簿）

ｰ

ロ■し－b◆一・ ①■､､－－■－ ‐C‐｡■ー－－－一－－－－つ一－■■●■－一 －－＝ 一一■ ■一一寺 G 一●争 ③ 争一q■■今一一－

裁判官
認 印

主任書記
官認印

事件番号 平成年〈 ）第 号 平成年（ ）第 号 平成年( )第 号

押収番号 平成年押第 号 平成年押第， 号 平成年押第 号

符
百

7ヲ
－－一一ーー‐卓－－‐ー＝ｰー■■■■ー口

ロ
ロロ 目

ー‐ｰｰーｰ‐ーー■■~一一一一■■ー‐‐

数 量

、一■■ー一一一一一一一ーーー一一‐一一■

ｰー‐ローーーーーーー■■ーｰ■■‐‐‐ー

ﾛｰｰｰｰ■■レーーーロ■■一一一一■■■■一■■q

■‐ｰローーローーーーーーーーー■■一ーq■

｡

‐ー‐‐ー‐一一ー■■‐－－－－－ー－－

ロー■■■■ｰ~ー一一ーーー－－－ーー■■ｰ■

交
付
又
は
送
付

月 日

事 由

付
付

交
送 先

受領印

● ● ●

返還年月日 ● ● ● ● ． ● ． ●

備 考
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－－－● 守一■－6■■－● －－－．－q-甲 ｡－｡－－－｡一 －－－ －－●◆－－－一一－

拝 J1又 種． 爆菅＝
■

押収

番号

事件

番号

事件名

被告人

係書記官･部･係

符号
口

目ロロ

》
凸
□

０
０
０
０

一一q■一つ一一一一一．■一一

数 量

受領
年月日

開粧館
受箇印

処 分

年月日 要 旨

年月日 結 果
押収的

全任官印

備 考

●ーq■q■‐ー‐‐q■‐q■q■ー＝

０
０
０

Pd■‐~q■＝｡、｡‐ローロー‐

0

『0■~■'一~~凸‐‐ー｡‐一
０
０

「つ｡'■つ●ロー●●｡■－1■■

０
０

｡q■ーq■‐q■一ー‐‐‐ｰ一一

６
０
０
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(注）符号欄に余白が生じた場合には，その部分に斜線を引く。
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仮 出 票
主任

書記官

印

押収物

主任官

印

仮出

年月日

平成 年

月 日

書
官

係
記

⑳

部 係

受領印

事件

番号

平成 年（ ）

第 号

被告人

(少年。

対象者） ほか ． 人

押収

番号
平成 年押第 号

符
号
仮出

事由

返還

予定
年月日
平成 年 月 日

返還

年月日
平成 年 月 日

保管物

主任官

受領印

備考

◆
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(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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押収物主
任官認印

受 領 書（還付）

平成 年 月 日

裁判所 御中

住所

氏名 ⑳

次の押収物の還付を受け，受領しました。

事件番号 平成 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 平成 年押第 号

符号 目
ロ

ロロ 数量
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(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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押収物主
任官認印

受 領 書（仮還付）

平成 年 月 日

裁判所 御中

住所

〆

氏名 ⑨

次の押収物の仮還付を受け，受領しました。

必要があれば，いつでも提出します。
申 り

事件番号 平成 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 平成 年押第 号

符号 品 目 数量
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(注）

1 事件番号，押収番号等は，押収物を送付した裁判所のものを記載する。

2記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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押収物受領書

平成 年 月 日

裁判所 御中

庁名

次の押収物を受領しました。

押収物主任官 ⑳

1

事件番号 平成 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 平成 年押第 号

符号
口

目ロロ 数量
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(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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押収物送付書

平成 年 月 日

裁判所 御中

庁名

次の押収物を送付します。

押収物主任官 ⑨

事件番号 平成 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 平成 年押第 号

符号 目
ロ
ロロ 数量 備 考
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(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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裁判官
認 印

押収物主
任官認印

保管物主
任官認印

押収物鑑定結果通知書

押収物主任官殿

平成 年 月 日

裁判所書記官 ⑳

次の押収物は，鑑定の結果変化したから，通知します。

事件番号 平成 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 平成 年押第 号

符号 品 目 数量 変化の状況
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●

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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裁判官
認 印

主任書記
官認印

廃棄処分書

庁名

平成 年 月 日

押収物主任官 ③

次の押収物は，廃棄する裁判（平成 年 月 日）に基づき，平成
0 8

年 月 日廃棄した｡

事件番号 平成 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年Q対象者） ほか 人

押収番号 平成 年押第 号

符号 口
目ロロ 数量 廃棄方法 備考

Ｄ
●
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(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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裁判官
認 印

、

主任書記
官認印

換価処分書

庁名
イ

平成 年 月 日

押収物主任官 ⑳

次の押収物は，換価する裁判（平成 年 月 日）に基づき，平成

年 月 日売却した｡、

事件番号 平成 年（ ）第 号

事件・ 名
ザ

被告人

（少年） ほか ・人

押収番号 平成 年押第 号

符号 品 目 数量 単価 金額 備考

合計金額 円 （保管票進行番号平成 年第 号）


